
「善
信
」
と

「親
鸞
」

——

元
久
一
ー
年
の
改
名
に
つ
い
て
——

(
上)

は

じ

め

に
 

真
宗
門
徒
が
宗
祖
と
仰
ぎ
、

『顕
浄
土
真
宗
教
行
証
文
類
』(

以 

下
、
『教
行
信
証
』)

を
始
め
と
す
る
多
数
の
著
述
を
遺
し
た
の
は
、
 

そ
れ
ら
の
著
作
の
撰
号
や
奥
書
、

お
よ
び
書
簡
へ
の
署
名
な
ど
か 

ら
、

「
愚
禿
釈
親
鸞
」
と
名
告
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ 

て
い
る
。

一
時
期
、

そ

の

実

在

が

疑

わ

れ

た

こ

と(

親
鸞
抹
殺 

論)

も

あ

っ

た
が

、
鷲
尾
教
導
に
よ
る
西
本
願
寺
宝
庫
よ
り
の 

『恵
信
尼
書
簡
』

の
発
見
等
に
よ
っ
て
そ
の
実
在
が
再
確
認
さ
れ 

て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

で
は
、
親

鸞

は

い

つ

の

時

点

か

ら

「親
鸞
」
と
名
告
っ
た
の
で 

あ
ろ
う
か
。

『歎
異
抄
』

蓮
如
書
写
本
末
尾
の
流
罪
記
録
、
 

親
鸞
改
一
僧
儀
一
賜
一
俗
名
ハ 

仍
非
レ
僧
非
レ
俗
、

然
間
以
二
禿

鐘 

弘 

信

字
一
為
レ
姓
被
レ
経
二
奏
聞
一
了
。
彼
御
申
状
、

干
二
今
一
外
記
庁 

こ̂

と

云

。

〜
糸
よ 

々

流
罪
以
後
、
愚
禿
親
鸞
令
レ
書
給
也
。

を
信
頼
す
る
な
ら
ば
、
「
流
罪
以
後
」
、
す

な

わ

ち

建

暦

元

年(

一
 

ー
ー
ー 

ー)

十
一
月
十
七
日
の
赦
免
以
後
、
罪

名

の

「
藤
井
善
信
」 

を
止
め
、

「
愚
禿
親
鸞
」
と
自
ら
署
名
し
始
め
た
こ
と
に
な
る
。 

た
だ
し
、
現

在

確

認

さ

れ

る

「
愚
禿
親
鸞
」

の
使
用
例
は
、
ご 

く
初
期
の
も
の
と
し
て
は
、
寛
喜
ー 

ー
年(

一
二
三
〇)

、
親
鸞
五 

十

八

歳

時

の

『唯
信
鈔
』
書

写

本
(

専
修
寺
蔵
，
信
證
本)

の
奥
書
、
 

草
本
云

承
久
三
歳
仲
秋
中
旬
第
四
日

安
居
院
法
印
聖
覚
作 

寛

喜

二

歳

仲

夏

下

旬

第

五

日

以-
彼
草
本
真
筆
一 

愚
禿
釈
親
鸞
書
一
ー
写
之
一
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あ
る
い
は
、
文

暦

二

年
(

一
ニ
三
五)

、
六
十
三
歳
の
時
、

こ
の 

寛

喜

二

年

の
写

本
を
ひ

ら

が

な

で

転
写

し

た

際

の

奥

書(

専
修
寺 

蔵

『見
聞
集
』
『涅
槃
経
』

の
紙
背
に
現
存)

、
 

御
年
五
十
五
也
文
暦
二
年
乙
未
三
月
五
日
御
入
滅
也 

本
云 

承
久
三
歳
仲
秋
中
旬
第
四
日 

以
安
居
院
法
印
聖
覚 

寛
喜
二
歳
仲
夏
下
旬
第
五
日
以
彼
真
筆
草
本
書
写
之 

文
暦
二
歳
乙
未
六
月
十
九
日
愚
禿
親
鸞
書
之 

な
ど
が
あ
り
、
ま
た
、

『教
行
信
証
』

真
蹟
坂
東
本
の
最
も
古
い 

執
筆
部
分
は
六
十
三
歳
頃
の
筆
跡
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に 

は

「
愚
禿
釈
親
鸞
集
」

の
撰
号
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
禿
」

の
字
に
関
し
て
は
、

『教
行
信
証
』

「
化

身

土

巻
(

末)

」 

掉

尾

の

い

わ

ゆ

る

「
後
序
」

に
、

因
ー
ー
茲
一
真
宗
興
隆
大
祖
源
空
法
師
並
門
徒
数
輩
・
不
二
考
一
ー 

罪
科
一
猥 

坐
一
一
死
罪
一
或
改-
僧
儀
一
賜
一
姓
名
一
処-
ー
遠 

流

一

予

其

一

也

、

爾
者
已
非
一
一
僧-

非
一
一
俗-

是

故

以 

ト
ク
ノ 

ヲ 

ス 

ト

禿
字
一
為
一
姓-

と
し
て
、

「
承
元
の
法
難
」

に
よ
る
強
制
的
な
還
俗
と
そ
の
後
の 

流

人

生

活

を

経

て

獲

得

し

た

「
非
僧
非
俗
」

の
自
覚
に
基
づ
い
て 

主

体

的

に

選

び

取

っ

た

「
姓
」

で
あ
る
こ
と
が
親
鸞
自
ら
の
筆
で 

記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

「
親
鸞
」

と
い
う
名
を
選
び
取
っ
た
経
緯
に
つ
い
て

は
、
ど
こ
に
も
記
録
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。 

今
回
私
が
注
目
す
る
の
は
、
同

じ

く

「
後
序
」
が
伝
え
る
選
択 

付

嘱

・
真
影
図
画
の
記
事
、

元

久

乙

丑

歳

蒙
-
一
恩
恕
一
兮
書
ー
一
選
択
一
同
年
初
夏
中
旬 

第
四
日 

『選
択
本
願
念
仏
集
』
内
題
字
並
南
無
阿
弥
陀
仏 

往
生
之
業
念
仏
為
本
与
一
一
釈
綽
空
字-

以-
一
空
真
筆
一 

令
三 

書-
一
之一  

同

日
 

空
之
真
影
申
預 

奉
ニ
図
画
一 

同
一 

一
年
閏
七
月
下
旬
第
九
日 

真
影 

銘
以
二
真
筆
一
令
四
書
三 

南
無
阿
弥
陀
仏
与
二
若
我
成
仏
十
方
衆
生
称
我
名
号
下
至
十 

声
若
不
生
者
不
取
正
覚
彼
仏
今
現
在
成
仏
当
知
本
誓
重
願
不 

虚
衆
生
称
念
必
得
往
生
之
真
文
一
又
依
ー
ー
夢
告-

改
一
一
綽
空 

字
一
同
日
以
一
一
御
筆
一
令
ー
ー
ー
書-
一
名
之
字-

畢

，
本
師
聖
人 

今

年

，
七

旬

三

御

歳

也

、:

：:

爾 

既 

書
一
ー
写 

製
作
図
一
一 

画 

真

影

一

是

専

念

正

業

之

徳

也

、
是
決
定
往
生
之
徴
也
、
 

仍 

抑
ー-
悲
喜
之
涙
一
註
一
一
由
来
之
縁

に

記

さ

れ

る

元

久

二

年(

一
ニ
〇
五)

閏
七
月
二
十
九
日
の
改
名 

の
記
録
で
あ
る
。

こ
の
事
件
を
、
例

え

ば

『真
宗
新
辞
典
』(

法
蔵
館
，
一
九
ハ
三) 

の

「
し
ん
ら
ん 

親
鸞
」

の
項
は'

翌

年

〔筆

者

註

・
元
久
二
年
〕

選
択
集
の
附
属
を
う
け
、
法 

然
真
影
の
図
画
を
許
さ
れ
た
。

こ
の
こ
ろ
善
信
と
改
名
。
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と
記
し
て
い
る
。

こ
の
記
述
が
示
す
よ
う
に
、
元

久

二

年

の

改

名

は

「
綽
空
」

か 

ら

「
善
信
」

へ
の
改
名
で
あ
り
、
そ

れ

に

対

し

て

「
親
鸞
」

は
、
 

越
後
流
罪
中
の
い
つ
の
時
期
か
ら
か
名
告
り
始
め
ら
れ
た
名
で
あ 

る
、

と
-

般

的

に

考

え

ら

れ

て

い

る

。(

以
下' 

便
宜
上
こ
れ
を 

「善
信
」
改
名
説
と
呼
ぶ)

こ

の

「
善
信
」
改
名
説
の"I

矢
は
、
親
鸞
の
曾
孫
覚
如
と
考
え 

ら
れ
、
覚

如

は

そ

の

著

『拾
遺
古
徳
伝
』

に

お

い

て

「
後
序
」

の 

改
名
の
記
事
を
、

ま
た
ゆ
め
の
つ
げ
あ
る
に
よ
り
て
、
綽
空
の
字
を
あ
ら
た
め 

て
、
お
な
じ
き
日
こ
れ
も
聖
人
真
筆
を
も
て
名
の
字
を
か
き 

さ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
。
そ
れ
よ
り
こ
の
か
た
善
信
と
号
す
と
。 

云
々

と
解
説
し
、
息
男
存
覚
も
ま
た
、

言-
一
「令
書
名
之
字
畢
」-

者

、
善
信
是
也
。

(

『六
要
鈔
』) 

と
父
の
説
を
継
承
し
、
以
後
諸
師
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
れ
に
順
じ
て 

い
る
。

し
か
し
、
私
は
、

こ

の

時

の

改

名

こ

そ

が

「
綽
空
」

か

ら

「親 

鸞

」

へ
の
改
名
で
あ
り
、
親
鸞
は
こ
の
時
を
も
っ
て
、
師
法
然
の 

印
可
の
も
と
、

「
親
鸞
」
と
名
告
り
始
め
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 

(

以
下
、
「親
鸞
」
改
名
説
と
呼
ぶ)

夢

告

に

依

っ

て

「
綽
空
」

の
名
を
捨
て
、
法
然
の
真
筆
を
も
つ 

て

讃
文
と

と

も

に

記

さ
れ

た
こ

の

「
名
の
字
」

が
、
定
説
の
通
り 

「
善
信
」
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
そ
れ
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い 

の
か
。

こ

の

こ

と

は

私

が

初

め

て

「
後
序
」
を
眼
に
し
て
以
来
の 

疑
問
で
あ
っ
た
。

そ
し
て

、

「
善

信

」

改

名

説

を

採

る

な

ら

ば'

「
愚
禿
釈
親
鸞 

集
」
と

の

撰

号

を

も

つ

『教
行
信
証
』

の' 

し
か
も
そ
の
撰
述
の 

事

由

を

語

っ

た

と

さ

れ

る

「
後
序
」

に
、

「
親
鸞
」
と
名
告
っ
た 

時
期
や
そ
の
経
緯
が
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
き
わ
め
て
不 

自
然
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
通
説
の
も 

た
ら
す
先
入
観
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
さ
し
た
る
違
和
感
も
感
じ
な 

い
ま
ま
、
今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、

こ
の
先
入
観
の
形
成
に
、
文

明

開

版

本'

一
ー
帖
和
讃
の 

『正

像

末

浄

土

和

讃

』

の

「
愚

禿

善

信

集

」
、

「皇

太

子

聖

徳

奉 

讃
」

の

「
愚
禿
善
信
作
」

の
撰
号
の
存
在
も
大
き
く
影
響
し
た
と 

思
わ
れ
る
。

今
回
私
は
、

「
善
信
」

説
が
も
つ
種
々
の
矛
盾
点
を
検
証
し
、
 

「
親
鸞
」
説
の
妥
当
性
、
も

し

く

は

蓋

然

性

を

「
後
序
」

の
文
の 

検
討
を
通
し
て
論
証
し
て
い
き
た
い
。
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ー
 

「善
信
」
改
名
説
の
問
題
点

——

諱

と

字

——

3
 

「
善
信
」

は
房
号
か?

「
善
信
」
改
名
説
の
最
大
の
問
題
点
は
、

「
善
信
」

が
房
号
で 

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
は
ま
ず
、

日
本
中
世
の
人
名
に
関
す 

る
慣
習
に
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
時
、
人

名

に

は

諱(

実
名)

と

字
(

仮
名)

が
あ
り
、
僧
に 

お
い
て
は
房
号
が
字
と
し
て
通
用
し
て
い
た
。

日
常
の
会
話
の
場
に
お
い
て
他
者
が
そ
の
人
を
呼
ぶ
際
に
は
字 

(

通
称)

で
呼
び
、
自
ら
が
自
分
を
表
わ
す
際
に
は
諱
・
字
両
方 

を
用
い
た
が
、
諱
は
自
ら
が
名
告
る
時
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
。
 

し
か
し
、
文
章
に
表
記
す
る
際
に
は
そ
の
限
り
で
は
な
く
、
殊
に 

公
文
書
の
性
格
を
も
つ
漢
文
体
に
お
い
て
は
自
称
他
称
に
か
か
わ 

ら
ず
諱
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ' 

諱

と

は

元

来

「
忌
み
名
」

で
あ
り
、
死
者
を 

生
前
の
本
名
・
実
名
で
呼
ぶ
際
に
用
い
た
名
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え 

生
存
中
の
相
手
を
他
人
が
口
頭
で
そ
の
諱
で
呼
ぶ
こ
と
は
重
大
な 

禁
忌
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
親
鸞
は
師
法
然
房
源
空
を
そ
の
没
後
、

「
真
宗
興
隆

の

大

祖

源

空

法

師

」
(

『教
行
信
証,7

原
漢
文)

、

「
本

師

源

空

」 

(

『高
僧
和
讃
』

，
和
文)

と

記

し

、

口

頭

で

は

「
法

然

聖

人

」
 

(

『歎
異
抄
』)

、

あ

る

い

は

「
大

師

聖

人

」(

『消
息
』
等)

と
呼
ん 

で
い
た
が' 

生

前

の

法

然

そ

の

人

に

向

か

っ
て

「
源
空
聖
人
」
と 

呼
び
か
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
、
法

然

は

「
沙

門

源

空

」(

「七
箇
条
起
請
」
，
原
漢
文) 

と
署
名
し
、
「
十

悪

の

法

然

房

，
愚
癡
の
法
然
房
」(

『和
語
燈
録
」) 

も

し

く

は

「
源
空
」(

『歎
異
抄
」)

と
自
ら
を
称
し
て
い
た
の
で
あ 

る
。以

上
の
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
善
信
」

が
房
号
で
あ 

っ
た
な
ら
ば
、

「
善
信
」

説
を
採
る
こ

と
は

、
法

諱
(

実

名)

を 

改

め

て

房

号(

仮
名)

を
名
告
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
不
自
然
な 

主
張
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ

れ

ゆ

え

「
善
信
」
説
を
採
る
諸
師
に
は
、

そ
の
整
合
に
苦
心 

し
た
跡
が
見
う
け
ら
れ
る
。

存

覚

は

『六
要
鈔
』

に
お
い
て
、

今

云

二

「
愚
禿
釈
」
等
-0
言
ー
ー
「
親
鸞
」
一
者
、

是
其
諱
也
。 

俗
稅
藤
原
勘
解
相
公
有
國
卿
後
皇
太
后
宮
大
進
有
範
之
息
男 

也

。
昔
於
ー
一
山
門
青
蓮
門
跡
ハ 

其
名
範
宴
少
納
言
公
、
後
入
一
一 

真
門
黒
谷
門
下
ハ 

其
名
綽
空
、
仮

実

相

兼

。
而
依
ー-
聖
徳
太 

子
告
命
ハ 

改
日
一
一
善
信
-0
厳
師
有
レ
諾
、
為-
一
之
仮
号
ハ 

後
称
一
一
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実
名-
?

其
実
名
者
、
今
所
し
載
是
。

と
し
て
、
吉

水

入

室

の

際

に

名

告

っ

た

「
綽
空
」
は

「
仮
実
相
兼 

ぬ
」!
—

仮
号
か
つ
実
名
で
あ
り
、
聖
徳
太
子
の
夢
告
に
よ
っ
て 

法
然
の
受
諾
の
も
と
、
仮
名
と
し
て
の
綽
空
の
み
を
善
信
と
改
め
、
 

そ
の
後
に
実
名
と
し
て
の
綽
空
を
親
鸞
と
改
め
た
と
述
べ
る
の
で 

あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
親

鸞

は

元

久

二

年

以

降

も

「(

善
信
房) 

綽
空
」
と
名
告
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ま

た

乗

専

の

『最
須
敬
重
絵
詞
』

に
お
い
て
は
、
 

六
角
堂
へ
百
日
の
参
詣
を
い
た
し
た
ま
ひ
て
、
ね
が
は
く
は 

有
縁
の
要
法
を
し
め
し
、
真
の
知
識
に
あ
ふ
こ
と
を
え
し
め 

た
ま
へ
と' 

丹
誠
を
抽
で
祈
給
に' 

九
十
九
日
に
満
ず
る
夜 

の
夢
に
、
末
代
出
離
の
要
路
念
仏
に
は
し
か
ず
、
法
然
聖
人 

い
ま
苦
海
を
度
す
、
か
の
所
に
到
て
要
津
を
問
べ
き
よ
し
惓 

に
示
現
あ
り
。
す
な
は
ち
感
涙
を
の
ご
ひ
、
霊
告
に
任
て
吉 

水
の
禅
室

に

の
ぞ

み

、:

：:

干
時
、
建
仁
元
年
辛
酉
聖
人
二 

十
九
歳
、
 

聖
道
を
捨
て
浄
土
に
帰
し
、
雑
行
を
閣
て
念
仏
を 

専
に
し
給
け
る
始
な
り
。
す
な
わ
ち
所
望
に
よ
り
て
名
字
を 

あ
た
へ
た
ま
ふ
。
そ
の
時
は
綽
空
と
つ
け
給
け
る
を
、
後
に 

夢
想
の
告
あ
り
け
る
程
に
、
聖
人
に
申
さ
れ
て
善
信
と
あ
ら 

た
め
、
又
実
名
を
親
鸞
と
号
し
給
き
。
し
か
あ
り
し
よ
り
の 

ち
、
或

は

製

作

の

『選
択
集
』
わ
さ
づ
け
ら
れ
、
或
は
真
影

の
図
画
を
ゆ
る
さ
れ
て
殊
に
愍
勲
の
恩
誨
に
あ
づ
か
り
、
あ 

く
ま
で
巨
細
の
指
授
を
か
う
ぶ
り
給
け
り
。

と
し
て
、

六

角

堂

夢

想.

吉

水

入

室
(

「
綽

空

」
と
改
名)

の
後 

に' 

再

度

の

夢

告

に

よ

っ

て

、
法

然

の

承

諾

の

も

と

、
房
号
を 

「
善
信
」
と
改
め
た
と
述
べ
て
い
る
。

建
仁
元
年
の
六
角
堂
夢
想
の
後
に
も
う
一
度
夢
告
が
あ
り
、

し 

か

も

そ

の

時

同

時

に

実

名(

諱)

を

「
親
鸞
」
と
改
め
た
と
い
う 

こ

の

『敬
重
絵
詞
』

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
親
鸞
は
流
罪
以
前
の
吉 

水

時

代

に

「
善
信
房
親
鸞
」
と
名
告
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
注 

目
に
値
す
る
。

し
か
し
、

『敬
重
絵
詞
』

の
こ
の
記
述
に
し
た
が
え
ば
、
改
名 

が

選

択

付

嘱

・
真
影
図
画
以
前
の
こ
と
に
な
り
、
法
然
の
受
諾
の 

も
と
、
親
鸞
が
実
際
に
改
名
し
た
の
は
元
久
二
年
の
真
影
図
画
の 

折
で
あ
る
か
ら
、
改
名
の
契
機
と
な
っ
た
も
う
一
つ
の
夢
告
の
時 

期
が
そ
れ
以
前
で
あ
っ
た
可
能
性
は
残
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
 

夢

告

の

時

期

を

「
九
十
五
日
の
あ
か
月
」(

『恵
信
尼
書
簡
』)

で
は 

な

く

「
九
十
九
日
に
満
ず
る
夜
」
と
し
た
誤
り
と
も
あ
わ
せ
て
、
 

こ
の
記
事
を
百
パ
ー
セ
ン
ト
信
頼
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

こ
の
記
事
か
ら
想
像
で
き
る
の
は
、
当
時
す
で
に
吉
水
期
の
親 

鸞
行
実
が
正
確
に
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
 

吉
水
入
室
後
の
再
度
の
夢
告
と
い
う
記
述
は
や
は
り
注
目
に
値
す
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る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
後
程
詳
し
く
ふ 

れ
る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、

「
善
信
」

の
名
で
あ
る
が
、
親

鸞

は

終

生

「
善
信
」

の 

名
を
用
い
て

お
り'

「
善
信
」
を

捨

て

て

「親
鸞
」
を
名
告
っ
た 

わ
け
で
は
な
い
。

『歎
異
抄
』

「
後
序
」

が
伝
え
る
吉
水
時
代
の
い
わ
ゆ
る
信
心 

ー
異
の
靜
論
の
記
事
に
よ
っ
て
、

善
信
が
信
心
も
聖
人
の
御
信
心
も
ひ
と
つ
な
り
、
 

と
、
彼

が

「
善
信
」
と
自
称
し
、
師
法
然
を
始
め
、
勢
観
房
・
念 

仏
房
ら
吉
水
の
門
侶
も
ま
た
、

い
か
で
か
聖
人
の
御
信
心
に
善
信
房
の
信
心
一
つ
に
は
あ
る 

べ
き
ぞ
、

源
空
が
信
心
も
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
な
り
、
善
信 

房
の
信
心
も
如
来
よ
り
た
ま
は
ら
せ
た
ま
ひ
た
る
信
心
な
り
、
 

さ
れ
ば
た
・
、
ひ
と
つ
な
り
、

と
、
彼

を

「
善
信
房
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。 

ま
た
、
妻
恵
信
尼
が
親
鸞
の
死
の
直
後
、
末
娘
覚
信
尼
に
宛
て 

て
関
東
時
代
の
親
鸞
の
行
実
を
書
き
送
っ
た
際
に
、
常
陸
下
妻
で 

見
た
堂
供
養
の
夢
を
語
る
一
段
に
お
い
て
、
夢
の
中
の
登
場
人
物 

が

「
ぜ
ん
し
ん
の
御
房
」
と
呼
び
、
寛
喜
の
内
省
を
語
る
一
段
に 

お
い
て

恵
信
尼
自
身
が
同
じ
呼
称
を
用
い
て
い
る
。(

以
上
、
『恵

信
尼
書
簡
』
参
照)

こ

れ

ら

の

事

実

か
ら

だ
け
で

も

「
善
信
」

が

諱
(

忌
み
名)

で 

は
あ
り
得
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
、
帰
洛
後
、
親
鸞
が
関
東
に
送
っ
た
消
息
の
中
で
も
し
ば 

し

ば

自

身

を

「
善
信
」
と
呼
び
、
文

応

元

年
(


二
六
〇)

の
乗 

信

房

宛

の

書

簡(

『末
灯
鈔
』
所
収)

で
は
、
文
中
で
、
 

ま
づ
善
信
が
身
に
は
、
臨
終
の
善
悪
を
ば
ま
ふ
さ
ず
、
 

と
名
告
り
、
末
尾
に
、

文
応
元
年
十
一
月
十
三
日 

善
信
ハ
十
八
歳

乗
信
御
房

と
署
名
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
正
確
な
年
次
は
不
明
な
が
ら
、
最
晩
年
の
遺
言
状
と 

も
想
定
さ
れ
る
。
常

陸

の

門

弟

宛

に

「
い
ま
ご
ぜ
の
は
ゝ
」

の
扶 

養
を
依
頼
し
た
書
簡
に
お
い
て
も
、

十
一
月
十
二
日 

ぜ

ん

し

ん
(

花
押) 

ひ
た
ち
の
人
々
の
御
中
へ

と
署
名
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
親
鸞
は
、
吉

水

期

か

ら

最

晩

年

に
わ

た

っ
て

「
善 

信
」

の
名
を
用
い
て
い
る
が
、

そ

れ

と

並

行

し

て

「
親
鸞
」

の
名 

用
い
て
い
る
〇

前

に

挙

げ

た

六

十

歳

前

後

の

『唯
信
鈔
』
書
写
本
の
奥
書
に
お
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け
る
使
用
に
始
ま
り
、
帰
洛
後
の
教
化
の
具
体
的
言
説
を
伝
え
る 

『歎
異
抄
』

が
、

親
鸞
に
お
き
て
は
、
た,
、
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま 

ひ
ら
す
べ
し
と
、

よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る 

ほ
か
に
、
別
の
子
細
な
き
な
り
。

弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に 

親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も 

ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た 

ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
、
 

と
、

日
常
会

話

に

お

い
て

用

い
ら

れ

た

「
親
鸞
」

の
名
告
り
を
伝

③

え
て
い
る
し
、
帰
洛
後
の
消
息
に
も
文
中
、
署

名

を

問

わ

ず

「
親 

鸞
」

の
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
最

後

の

著

作

と

さ

れ

る

『弥
陀
如
来
名
号
徳
』

に
い 

た
る
ま
で
そ
れ
は
継
続
す
る
。

長

野

・
正

行

寺

蔵

本

の

『弥
陀
如
来
名
号
徳
』

の
奥
書
、

草
本
云文

応
元
年
庚
申
十
二
月
二
日
書
写
之

愚
禿
親
鸞
对
書
了 

に
拠
れ
ば
、

こ

の

『弥
陀
如
来
名
号
徳
』

は
、
前
に
掲
げ
た
乗
信 

房

宛

書

簡
(

文
応
元
年
十
一
月
十
三
日
の
日
付
・

「
善
信
」
と
署 

名)

と
ほ
ぼ
同
時
期
に
記
さ
れ
て

お
り
、

「
善
信
」
，
「
親
鸞
」

い

ず
れ
も
が
諱
で
あ
る
と
す
る
と
、

二
つ
の
諱
を
同
時
期
に
用
い
て 

い
る
こ
と
に
な
り
、
き
わ
め
て
不
自
然
な
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら 

な
い
。

し
か
し
、

こ
れ
ら
の
事
実
は
、

「
善
信
」
を
房
号
と
考
え
れ
ば 

何
の
矛
盾
も
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
、

い
わ
ゆ
る
〃
「
善
信
」

イ
コ
ー
ル
房
号"

説
は
、

『六
要 

鈔
』
、

『最
須
敬
重
絵
詞
』

に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
決
し
て
目
新 

し
い
も
の
で
は
な
い
。
何

よ

り

「
善
信
」
改
名
説
の"1

矢
で
あ
る 

覚

如
自
身
が

、

『拾
遺
古
徳
伝
』

の

「
承
元
の
法
難
」

の
記
事
に 

お
い
て
、

流
罪
の
ひ
と
び
と
、:

：:

善
信
房
親
鸞
说
辭
脚
く
罪
名
藤
井
の 

善
信

と
し
て
、

「
善
信
」
を
房
号
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
結
論
を
急
ぐ
前
に
、

こ

こ

で

は

「
善
信
」
を
房
号
と 

断
定
す
る
上
で
の
否
定
的
な
材
料
を
挙
げ
て
検
討
を
加
え
て
み
た 

ゝ
。そ

の

一

つ

が

「
愚
禿
善
信
」

の
用
例
で
あ
る
が
、
論
文
冒
頭
で 

挙

げ

た

文

明

五

年(

一
四
七
三)

の
蓮
如
開
版
本
の
撰
号
の
他
に
、
 

大

谷

大

学

蔵

端

の

坊

旧

蔵

本

『
一
念
多
念
分
別
事
』(

室
町
末
期 

の
写
本)

の
奥
書
、

本
云
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建
長
七
歳
乙
卯
四
月
廿
三
日

愚
禿
釈
善
信"

針
書
写
之 

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ

れ

ら

の

用

例

は

「
善
信
」
が
房
号
な
ら
ば
、
本
来
考
え
ら
れ 

な
い
名
告
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
文

明

本
±

二
帖
和
讃
に
せ
よ
、
端
の
坊
旧
蔵
本
に
せ 

よ
、
親
鸞
在
世
当
時
の
記
述
を
は
た
し
て
忠
実
に
伝
え
て
い
る
か
、
 

は
な
は
だ
疑
問
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ

れ

ら

の

室

町

期

の

諸

本

の

存

在

か

ら

は

む

し

ろ

、

「
愚
禿 

(

釈)

善
信
」

の
用
例
は
、

「
善
信
」

改

名

説

が

定

着

し

て

「
善 

信
」
が
房
号
で
あ
る
こ
と
が
見
失
わ
れ
た
後
に
、
写
伝
の
過
程
で 

混
入
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

ま
た
、

『西
方
指
南
鈔
』

巻

中

末

所

収

の

「
七

箇

条

制

誡
(

七 

箇
条
起
請)

」
末
尾
に
は
、

元
久
元
年
十
一
月
七
日 

沙
門
源
空

信

空

感

聖

…
…
善

信

行

空
 

已
上 

已
上
二
百
余
人
連
署
了 

と

の

「
善
信
」

の
署
名
が
見
ら
れ
る
。 

漢

文

に

よ

る

公

文

書

で

あ

る

「
起
請
文
」

に
署
名
す
る
際
は
、
 

法
然
を
始
め
門
弟
は
み
な
諱
を
記
し
て
お
り
、
嵯

峨

・
ニ
尊
院
に 

伝
わ
る
原
本
に
拠
れ
ば
、
親

鸞

は

そ

の

折

「
僧
綽
空
」
と
、
当
時

の
諱
で
署
名
し
て
い
る
。

ち

な

み

に

『西
方
指
南
鈔
』
巻
中
末
の
奥
書
は
、
 

康
元
元
年
丙
辰
十
月
十
四
日

愚
禿
親
鸞
环
鼾
書
写
之 

と
、

『西
方
指
南
鈔
』

執

筆

時

の

諱

「
親
鸞
」
を
用
い
て
い
る
か 

ら
、
本
文
と
奥
書
と
の
統
一
性
、
あ
る
い
は
他
の
門
弟
の
署
名
と 

の
統
一
性
を
考
え
る
な
ら
ば
、

「
善
信
」

で

は

な

く

「
親
鸞
」
と 

書

い

た

方

が

妥

当

で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

こ

こ

で

は

「
善 

信
」
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。 

私

は

こ

の

「
善
信
」

の
記
名
が
、
む

し

ろ

元

久

元

年(

一
ニ
〇 

四)

の
時
点
で
、
親

鸞

が

す

で

に

「
善
信
」

の
房
号
を
用
い
て
い 

た
こ
と
の
証
左
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

『西
方
指
南
鈔
』

は
、
康

元

元

年
(

一
ニ
五
六)

か
ら
書
写
が 

進
め
ら
れ' 

翌
康
元
二
年
正
月
二
日
に
六
巻
全
て
の
書
写
・
校
合 

が
終
了
す
る
が
、
即
座
に
門
弟
覚
信
に
よ
る
書
写
が
開
始
さ
れ' 

親
鸞
自
筆
本
も
ま
た
高
弟
真
仏
に
付
嘱
さ
れ
、
現
在
ま
で
専
修
寺 

に
伝
来
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、

『西
方
指
南
鈔
』

は

そ

の

編

集

，
書
写
の
途 

上
か
ら
高
田
門
徒
へ
の
付
嘱
を
意
図
し
て
執
筆
さ
れ
て
い
た
こ
と 

が
想
像
で
き
る
。
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吉

水

期

の

「
善
信
」
と

赦

免

以

降

の

「
親
鸞
」
と
い
う
二
つ
の 

名

を

併

記

す

る

『歎
異
抄
』

の
例
か
ら
見
て
も
、
当
時
、
関
東
教 

団
内
に
お
い
て
は
、

「
善
信
」
と

「
親
鸞
」

が
同
一
人
物
で
あ
る 

こ

と
は

周

知

の

事

実
で

あ

っ

た

。
彼

ら

の

間

に

は

「
善

信

」

イ 

コ

ー

ル

「
親
鸞
」
と
い
う
共
通
理
解
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

し
か
し
、

「
綽
空
」

イ

コ

ー

ル

「
親
鸞
」
と
い
う
共
通
理
解
が 

彼
ら
に
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。

そ
う
い
っ
た
事
情
か
ら
す
れ
ば
、
 

吉
水
時
代
の
一
時
期
に
の
み 

名

告

っ

た

諱

「
綽
空
」

で
は
誰
の
こ
と
か
伝
わ
ら
な
い
。
ま
し
て 

や

「
起
請
文
」

に
署
名
し
た
当
時
、
諱

が

「
親
鸞
」

で
あ
ろ
う
は 

ず
も
な
い
。

そ

れ

ゆ

え

元

久

元

年(

三
十
ニ
歳)

当
時
す
で
に
用 

い
、
現

在
(

八
十
四
歳)

も
使
用
し
て
い
る
、
連
続
性
の
あ
る
房 

号

「
善
信
」
を
あ
え
て
記
載
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
推
測 

す
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
私

は

「
善
信
」
が
房
号
で
あ
る
こ
と
の
論
証
に
紙
数
を 

費
や
し
て
き
た
が
、
 

こ

こ

で

「
善
信
」
改
名
説
の
発
端
に
つ
い
て 

検
証
し
て
い
き
た
い
。

わ 

覚

如

の

「
善
信
」
改
名
説
の
問
題
点 

前

述

し

た

よ

う

に

「
善
信
」
改
名
説
の"I

矢
と
し
て
は
覚
如
が 

考
え
ら
れ
る
が
、
私

に

は

親

鸞

が

い

つ

か

ら

「
善
信
」
と
号
し
、

い

つ

か

ら

「
親
鸞
」
と
名
告
っ
た
の
か
、

そ
し
て
そ
の
契
機
と
な 

っ
た
夢
告
が
い
つ
の
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
 

覚
如
当
時
、
す
で
に
不
明
確
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
 

前

に

挙

げ

た

『敬
重
絵
詞
』

の
記
事
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に' 

当
時
は
、
吉
水
期
の
親
鸞
の
行
実
に
関
し
て
正
確
な
事
実
経
過
が 

伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

覚

如

が

初

め

て

「
善
信
」
説

を

提

唱

し

た

『拾
遺
古
徳
伝
』

は
、
 

正

安

三

年
(

一
三
〇
一)

、
覚
如
三
十
二
歳
の
時
に
制
作
さ
れ
て 

い
る
が
、

そ
れ
よ
り
以
前
の
永
仁
一
二
年(

ニ
ー
九
五)' 

二
十
六 

歳
の
年
の
十
月
中
旬
、
覚

如

は

初

め

て

『親
鸞
伝
絵
』
を
制
作
し 

て
い
る
。

『伝
絵
』

は
そ
の
後' 

覚
如
自
身
の
手
に
よ
っ
て
改
訂
が
繰
り 

返
さ
れ
て
い
く
が
、
最
も
初
期
の
形
態
を
伝
え
る
と
言
わ
れ
る
も 

の
は
、
永

仁

三

年

十

月

制

作

の

奥

書

を

も

つ

『善

信

聖

人

絵

』 

(

西
本
願
寺
本)

と
、
初
稿
本
を
同
年
十
二
月
中
旬
に
書
写

し
た 

と

の

奥

書

を

も

つ

『善
信
聖
人
覩
鸞
伝
絵
』(

専
修
寺
本)

で
あ
る
。 

そ
れ
ら
は
、
親

鸞

の

吉

水

入

室

を

そ

れ

ぞ

れ

「
建
仁
第
一
乃
暦 

春
の
比
施
社
」
(

西
本
願
寺
本)

、

「
建
仁
第
三
の
暦
春
の
こ
ろ̂

 

康
」(

専
修
寺
本)

、
六

角

堂

夢

想

を

そ

れ

ぞ

れ

「
建
仁
三
年
癸
亥
四 

月

五

日
夜
寅
時
」(

西
本
願
寺
本)
'

「
建
仁
三
年
辛
酉
四
月
五
日
夜 

寅
時
」(

専
修
寺
本)

と
し
て
、
六
角
堂
夢
想
を
い
ず
れ
も
建
仁
三
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年
(

ー
二
〇
三)

の

出

来

事(

但

し

専

修

寺

本

の

干

支

「
辛
酉
」 

は

誤

り

で

「
癸
亥
」
が
正
確)

と
し
て
い
る
。

ち

な

み

に

康

永

二

年(

一
三
四
三
・
覚
如
七
十
四
歳)

の
製
作 

で

あ

る

『本
願
寺
聖
人
伝
絵
』(

東
本
願
寺
蔵
康
永
本)

は
吉
水
入 

室

を

「
建
仁
第
三
の
暦
春
の
こ
ろ
盘
十
九
ね
」
、

六

角

堂

夢

想

を 

「
建
仁
三
年
辛
酉
四
月
五
日
夜
寅
時
」
と
し
て
い
る
。
 

専
修
寺
本
、
西
本
願
寺
本
、
康
永
本
い
ず
れ
の
詞
書
も
覚
如
の 

直
筆
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
年
次
の
誤
り
の
原
因
に
つ
い
て
先
学

④
 

は
種
々
論
議
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
論
考
で
は
そ
の
問
題
に
は 

ふ
れ
な
い
。

『伝
絵
』

の
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
私
は
、

『伝
絵
』

製
作
当
時 

覚
如
は
、
親
鸞
が
建
仁
三
年
四
月
の
六
角
堂
で
の
夢
告
に
よ
っ
て 

二

年

後

の

元

久

二

年

閏

七

月

に

「
善
信
」
と
改
名
し
た
と
考
え
て 

い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

赤
松
俊
秀
に
よ
れ
ば
、
覚

如

が

『恵
信
尼
書
簡
』
を
初
め
て
見 

た

の

は

父

覚

恵

が

没

し

た

徳

治

二

年(

一
三
〇
七)

、
す
な
わ
ち 

『伝
絵
』
製
作
の
十
二
年
後
、

三
十
八
歳
の
時
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ 

え
初
稿
本
製
作
当
時
の
覚
如
に
は
、

『恵
信
尼
書
簡
』

が
伝
え
る
、
 

親
鸞
が
六
角
堂
の
夢
告
に
促
さ
れ
て
法
然
を
尋
ね
た
と
い
う
歴
史 

的
事
実
の
認
識
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

そ

れ

ゆ

え

前

掲

の

『古
徳
伝
』
(

覚
如
三
十
二
歳
の
制
作)

の

吉

水

入

室
(

建

仁

元

年
(

辛
酉)
)

記
事
に
も
六
角
堂
夢
想
の
記 

述
は
な
い
。

覚

如

は

六

角

堂

夢

想

の

段

に

「
彼
の
記
に
云
わ
く
」
と
し
て
、
 

専

修

寺

蔵

・

真

仏

書

写

の

『親
鸞
夢
記
』
を
引
用
し
て
い
る
。

『夢
記
』

に
よ
れ
ば
、

親
鸞
夢
記
云

六

角

堂

救

世

大

菩

薩 

示
一
一
現 

顔

容

端

政

之

僧

形

一 

令
一
一
一
服
一
著
白
納 

御
袈
裟
一
端
一
座 

広

大

白

蓮-

告-
一
 

命
善
信
一
日 

行

者

宿

報

設

女

犯
 

我

成

二

壬

女

身

被

犯 

一

生

之

間

能

荘

厳 

臨

終

引

導

生

二

極

楽

一

文 

救
世
菩
薩
誦
二
此
文
一
言 

此

文

吾

誓

願

ナ

リ

ー

切

群

生 

可
一
説
聞
一
告
命 

因

斯

告

命
-

数
千
万 

有
情 

シ
ム
ト
キ
カ 

ヲ
オ
ホ
エ
テ
ユ
メ
サ
メ
ヌ 

令
三
聞
二
之
一
覚
夢
悟
了 

と
あ
り
、
親
鸞
は
こ
こ
で
太
子
の
本
地
で
あ
る
六
角
堂
の
救
世
観 

音

に

よ

っ

て

「
善
信
」
と
呼
び
掛
け
ら
れ
、
宿
世
の
業
報
に
よ
っ 

て

「
女
犯
」
す

る

「
行
者
」(

親
鸞)

に
妻
と
し
て
一
生
同
伴
し
、
 

よ
く
往
生
浄
土
の
仏
道
を
歩
ま
し
む
る
と
い
う
「
吾
誓
願
」
を
伝 

え
ら
れ
て
い
る
。

45



『恵
信
尼
書
簡
』

に
よ
れ
ば
、
親
鸞
は
六
角
堂
参
籠
九
十
五
日

(
後
性) 

目
の
払
暁
、

聖
徳
太
子
の
示
現
に
あ
ず
か
っ
た
親
鸞
は
、

「
ご
せ

(
助)

の
た
す
か
ら
ん
ず
る
え
ん
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
た
づ
ね
ま
い
ら 

せ
て
」
、

現
世
を
す
ぐ
べ
き
様
は
、
念
仏
の
申
さ
れ
ん
様
に
す
ぐ
べ
し
。 

念
仏
の
さ
ま
た
げ
に
な
り
ぬ
べ
く
ば' 

な
に
な
り
と
よ
ろ
づ 

を

い

と

ひ

す

て

、
、

こ
れ
を
と.
、
む
べ
し
。

い
は
く
、

ひ
じ 

り
で
申
さ
れ
ず
ば
、

め
を
ま
う
け
て
申
す
べ
し
。

こ
れ 

す
な
は
ち
自
身
安
穏
に
し
て
念
仏
往
生
を
と
げ
ん
が
た
め
に 

は
、
何
事
も
み
な
念
仏
の
助
業
也
。 

(

『和
語
燈
録
」) 

と
、

「
女
犯
」(

妻
帯)

が
念
仏
往
生
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
こ
と
を 

説
く
法
然
と
値
遇
す
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
私
は
、

こ

の

い

わ

ゆ

る

「
女
犯
偈
」

こ
そ
が
、

薩) 

現

在
で

は

失
わ

れ

て

し

ま

っ

た

「
九
十
五
日
の
あ
か
つ
き
の
御
じ 

奈
規) 

(
文)

げ

ん

の

も

ん

」(

『恵
信
尼
書
簡
』)

で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
覚
如 

は

こ

の

「
女
犯
偈
」
が

太

子

の

「
示
現
の
文
」

で
あ
っ
た
こ
と
ど 

こ
ろ
か
、

「
示
現
の
文
」
自
体
が
何
で
あ
っ
た
か
を
終
生
知
ら
な 

か
っ
た
可
能
性
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。

平
松
令
三
氏
は
、
覚

如

が

『恵
信
尼
書
簡
』

を
初
め
て
見
た
時 

点
で
す
で
に
、

「
六
角
堂
夢
想
偈
文
」

が
欠
失
し
て
い
た
可
能
性

⑥

を
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
三
十
八
歳
以
降
の
覚
如
に

は
親
鸞
の
吉
水
入
室
が
六
角
堂
で
の
夢
告
を
契
機
と
し
て
な
さ
れ 

た
と
い
う
認
識
は
あ
っ
て
も
、

そ
の
甘
歹
告
が
「
女
犯
偈
」

で
あ
っ 

た
と
い
う
認
識
は
終
生
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ

れ

ゆ

え

覚

如

は

『伝
絵
』

に

お

い

て

「
女
犯
偈
」
を
、
吉
水 

入
室
の
契
機
と
し
て
説
く
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
東
国
伝
道
、
 

念
仏
繁
昌
の
予
言
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

前

掲

の

『最
須
敬
重
絵
詞
』

の
〃
二
度
の
夢
告
〃
の
記
述
は
、
 

お
そ
ら
く
覚
如
の
こ
の
よ
う
な
親
鸞
伝
理
解
を
承
け
て
の
も
の
で 

あ
る
と
思
わ
れ
る
。)

覚

如

が

「
善
信
」
説
を
立
て
る
際
の
典
拠
と
な
っ
た
も
の
は
、
 

元
久
二
年
の
夢
告
に

よ

る

改

名
を

伝
え

る

「
後
序
」

の
記
事
と
、
 

前

掲

の

『夢
記
』

で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、

こ
こ
か
ら
は
筆
者
の
推
測
な
の
で
あ
る
が
、
親
鸞
の 

吉
水
期
の
行
実
が
正
確
に
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
当
時
、
親
鸞
が 

あ

る

夢

告

に

よ

っ
て

、

あ

る

い
は

六
角
堂
で

の
夢
告
に
よ
っ
て 

「
善
信
」
と

改

名

し

た(

た
だ
し
夢
告
の
時
期
は
不
明)

と
い
っ 

た
伝
承
、
あ
る
い
は

建
仁
三
年
に
何
ら

か
の
夢
告
が

あ
っ
た(

た 

だ

し
夢
告
が

あ
っ
た
と
い
う
事
実
の
み
が
伝
わ

っ
て

「
親
鸞
」

へ 

の
改
名
を
促
し
た
よ
う
な
そ
の
内
容
ま
で
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た) 

と
い
っ
た
伝
承
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
ら
の 

伝
承
に
よ
っ
て
、
覚
如
は
元
久
二
年
の
改
名
の
契
機
と
な
っ
た
夢
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告

を

建

仁

三

年

の

六

角

堂
で

の

「
女
犯
偈
」

に
措
定
し
た
の
で
は 

な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
の
六
角
堂
夢
想
は
吉
水
入
室
の 

直
前
、
建
仁
元
年
の
出
来
事
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
か
ら
四 

年
後
の
元
久
二
年
の
改
名
を
考
え
る
場
合
、
改
名
の
契
機
と
な
っ 

た
夢
告
は
、
そ
れ
と
は
別
の
、
吉
水
入
室
以
後
の
そ
れ
を
想
定
す 

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
親

鸞

が

「
善
信
」
と
号
し
始 

め
た
の
も
も
っ
と
早
い
時
期
、
ま
さ
に
吉
水
に
入
室
し
た
そ
の
時 

か
ら
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

吉
水
入
室
以
来
、
親
鸞
は
、
妻
と
な
っ
て
終
生
同
伴
す
る
と
誓 

い
、
法

然

の

も

と

へ

誘

っ

た

太

子

の

「
護
持
養

育
」(

「皇
太
子
聖 

徳
奉
讃
」)

の
恩
徳
と
、
破

戒
(

妻
帯)

に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
こ 

と

の

な

い

仏

道(

”
法
然
の
専
修
念
仏)

を

「
一
切
群
生
に
説
き 

聞

か

す

べ

し

ー

と

の

「
告
命
」
と
を
憶
念
し
て
、

「
善
信
一
の
号

-
@
 

を
終
生
用
い
続
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

そ
し
て
、
吉

水

期

の

親

鸞

の

諱

「
綽
空
」
は
、
伝
説
に
よ
れ
ば 

法
然
か
ら
与
え
ら
れ
た
名
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
私
は
こ
れ 

を
事
実
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
平

安

・
鎌
倉
期
は
、
父

子

・
兄 

弟
が
名
前
に
一
字
を
共
有
す
る
通
字
・
系
字
の
慣
習
が
僧
侶
間
で

⑧

も
一
般
的
で
あ
り
、

「
綽
空
」

の

「
空
」

は

当

然

「
源
空
」

の
そ 

れ
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
仮
に
親
鸞
が
自
ら

名
告
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
不
遜
の
極
み
と
言
え
る
。 

親

鸞

は

太

子

・
法
然
と
い
う
、

ま
さ
し
く
観
音
・
勢
至
二
菩
薩 

の
化
身
の
引
導
に
よ
っ
て
、
吉

水

入

室

を

機

に

「
善
信
房
綽
空
」 

と
名
告
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

以

上

の

考

察

に

よ

っ

て

「
善
信
」
改
名
説
を
ほ
ぼ
論
破
し
得
た 

と
思
う
。
続

い

て

「
親
鸞
」
改
名
説
の
検
討
に
移
る
こ
と
と
す
る
。

註
①
 

赤

松

俊

秀

『人
物
叢
書 

親
鸞
』(

吉
川
弘
文
館
・
一
九
六
一) 

等
参
照
。

②
 

『日
本
国
語
大
辞
典
』(

小
学
館
，
一
九
七
三)

「
い
み
—
な
」

の 

項
参
照
。

③
 

『歎
異
抄
』

の
成
立
は
親
鸞
没
後
一
ー
十
七
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
か 

ら
、
実
際
の
対
話
の
場
で
は
「親
鸞
」
で
は
な
く
、
「善
信
に
お
き 

て
は
…
…
」
と
、
「善
信
」
の
名
が
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
否 

定
で
き
な
い
。

④
 

論
争
の
経
過
に
つ
い
て
は
平
松
令
三
『歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー 

親
鸞
」(

吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
八)

七
五I

ハ
五
頁
参
照
。

⑤
 

赤
松
俊
秀
・
前
掲
書
四
一 
I

二
頁
参
照
。

⑥
 

平
松
令
三
・
前
掲
書
九
四
—
五
頁
参
照
。

⑦
 

『親
鸞
夢
記
」
に

は

「善
信
に
告
命
し
て
言
わ
く
」
と
あ
る
か
ら
、
 

六
角
堂
夢
想
以
前
に
す
で
に
「善
信
」
の
房
号
を
名
告
っ
て
い
た
可 

能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
専
修
寺
に
は
、
建
長
二
年(

一
ニ
五
〇)

に
親
鸞
が
覚
信
尼 

に
宛
て
た
文
章
の
体
裁
を
と
っ
た
『親
鸞
夢
記
」
、

い
わ
ゆ
る
「
三

47



夢
記
」
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
に
は
建
久
二
年(

一
ー
九 

こ
、
親 

鸞
十
九
歳
時
の
磯
長
太
子
廟
で
の
夢
告
、
 

親
鸞
夢
記
云 

ノ 

ー
ー;

 

建
久
二
歳
辛
亥
暮
秋
仲
旬
第
四
日
夜 

聖
徳
太
子
善
信
告
勅
言 

我
三
尊
化
塵
沙
界
日
域
大
乗
相
応
地 

諦
聴
諦
聴
我
教
令
汝
命
根
応
十
余
歳 

命
終
速
入
清
浄
土
善
信
善
信
真
菩
薩 

が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
夢
告
が
歴
史
的
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
「善 

信
」
と
号
し
始
め
た
時
期
が
そ
の
頃
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
 

「
三
夢
記
」
の
真
偽
を
決
定
す
る
材
料
も
、
そ
し
て
能
力
も
私
に
は 

な
い
の
で
、
こ
の
点
は
留
保
す
る
。

⑧
 

『日
本
史
大
事
典
」(

平
凡
社
・
一
九
九
三)

「名 

な
」

の
項
参
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